
令和８年度一般会計予算は、本市の
厳しい財政状況を受け昨年１２月に策
定した財政健全化ビジョンを受けて、
真に必要な事業に資源を集中すること
に重きを置き、実施方法等を工夫する
といった考えの下で適切な行政サービ
スを提供できるよう編成したものとし
て提出されました。総額は９６８億９　
２００万円で、前年度比２．６％増と
なっています。

本会議における審議

所管の各常任委員長からの審査報告
後、討論を経て、賛成多数で原案のと
おり可決されました。（各党・会派の討
論内容は、２面に掲載）

各委員会における主な質疑

区　　　　分 予算額 前年度比
増減率

一　般　会　計 ９６，８９２，０００ ２．６

特
別
会
計

国民健康保険事業 ２０，９５９，２７７ ２．７

介 護 保 険 事 業 ２１，４７０，５８０ ４．８

後期高齢者医療事業 ４，６２５，５９７ １１．９

小　　　計 ４７，０５５，４５４ ４．５

企
業
会
計

病　院　事　業 １５，４９４，２０２ △０．７

下 水 道 事 業 １０，９８１，７２０ ８．７

小　　　計 ２６，４７５，９２２ ３．０

合　　　　計 １７０，４２３，３７６ ３．２

歳　入 予算額 前年度比
増減率

市　税 ４１，２２７，８００ ４．２

国庫支出金 ２４，２０４，８３６ １０．４

県支出金 ８，３４５，２１３ ７．０

地方消費税交付金 ６，２２２，２００ ８．７

市　債 ３，３１２，８００ △２７．７

その他 １３，５７９，１５１ △８．３

合　計 ９６，８９２，０００ ２．６

歳　出 予算額 前年度比
増減率

民生費 ５１，２９４，２０６ ３．８

教育費 ９，３７６，２４５ １８．２

総務費 ９，３５３，４５４ △２．６

衛生費 ９，２７０，１３８ ２．３

公債費 ６，２０７，１２８ １．９

土木費 ５，９４４，９１３ △０．６

消防費 ３，１９０，１４２ △１９．０

その他 ２，２５５，７７４ △６．５

合　計 ９６，８９２，０００ ２．６

令和８年度一般会計予算の主な内訳

令和８年度各会計別予算

（単位：千円、％）

（単位：千円、％）

大和・綾瀬スポーツフェスティバル（３月８日）

一般会計 ９６８億９２００万円
総額１７０４億２３３８万円の予算を可決

令和８年第１回臨時会（１月臨時会）が１月２６日
に開催され、令和７年度一般会計補正予算など２件が
審議されました。（詳細は７面、審議結果は８面に掲載）

令和８年第１回定例会（３月定例会）は２月２５日
から３月２４日までの２８日間の会期で開かれました。

第１回定例会には、令和８年度各会計予算など議案
２２件が市長から提出され審議されました。

（審議結果は８面に掲載）

令和８年度予算を可決令和８年度予算を可決

総務常任委員会
質疑　防災備蓄品等維持管理事業につ
いて、例えば、アルミのブランケット
等は大分そろったので、減額になった
という理解でよいか。
答弁　アルミヒートブランケット等
は、ほぼ整備が完了することと、もう
一つの大きな理由は、避難生活施設に
設置してある常用発電装置の蓄電池の
交換が令和７年度で一旦終了すること
がある。
質疑　県央東部消防通信指令共同運用
事務について、現在の進捗状況と今後
のスケジュールについて伺う。
答弁　全体の事業の約９０％近くまで
終了している状況である。３月１０日
には１１９番の回線切替えを行い、同
日から本市の職員が指令センターで勤
務している。なお、指令センターの開

所式を４月２４日に予定している状況
である。

厚生常任委員会
質疑　保健福祉基金管理事務について、
令和７年度は基金の活用をどう行った
のか具体的な内容を教えてもらいたい。
答弁　令和７年度の取崩し額は１５１　
０万５５５２円、内容については、障
害福祉センター松風園倉庫増築工事並
びにほいく課等で保育所等の給食事業
の厨房機器の購入に活用した。
質疑　社会福祉協議会運営支援事業に
ついて、令和６年度の事務事業評価表
を見ていると、事業費・人件費が令和
４年度、５年度、６年度、Ｂ、Ｂ、Ｂ
という評価になっており、「経費を節減
できる余地が一部ある」と、人件費等
も含めて節減できる余地があるという
点が指摘されているが、その方向には
進めなかったと理解してよいか。
答弁　人件費の高騰分を反映した中で、
それ以外にも事業の実施について、き
ちんと一つ一つ精査、見直しを図って
きたが、前年同様の事業の実施といっ
たことで、その事業分の減額は反映さ
れておらず、人件費の高騰分が乗せら
れた形の予算計上とした。

環境経済常任委員会
質疑　企業活動促進支援事業につい
て、施政方針では「対象業種の拡大や
支援内容の充実などについて検討」と
あったが、予算は減額する中で、どの
ような拡充を想定しているのか。
答弁　今回の減額は、令和７年度で支
払いが終わるものがあることなどによ
り最終的にこの額になっており、支援
内容には特に変化はない。今後の拡充
だが、民間の土地情報を宅建業者等に
提供してもらって共有し、それを市か
ら企業に提供できるような仕組みの検
討を進めている。また、時期は未定だ
が、より実効性のある奨励制度になる
よう、企業活動振興条例の改正なども
検討している。
質疑　緑化施策の企画・調整・推進事
業で「２０２７年国際園芸博覧会にお
いて園芸ブースを出展します」とある
が、具体的に内容を教えてもらいたい。
答弁　２５平米の出展を予定しており、
大和スタジアム前のドカベン像を現地
に移動し、野球をテーマにした園芸作
品を展示することを予定している。

こども教育常任委員会
質疑　児童発達支援事業について、４　
億６５６万円と大きく増えている要因
を教えてもらいたい。
答弁　通所サービスの利用対象児童や
利用回数の増加が主な要因となり、現
状で給付費が増加しているため、来年
度もその増加を見込んで予算を計上し
た。

質疑　乳児等支援給付事業について、
こども誰でも通園制度が今年度から始
まるが、実施事業所の数や人数をどの
ように想定しているのか。
答弁　現在認可申請を受け付けている
ところで、８施設から申請書類の提出
があり、人数は認可定員合計２２名で
審査を進めている。
質疑　教育用コンピュータ運用管理事
業に関して、来年度更新する予定の１
人１台端末は何台か。
答弁　１万９７３１台を予定している。

1月臨時会1月臨時会 3月定例会
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〈
賛
成
討
論
〉

自

民

新

令和６年度一般会計決算では経常収支比率が１００％を超え、財
政の硬直化は深刻な事態となっている。決算認定に際して、「持続可
能な行財政運営を実現するため、抜本的かつ効果的な財政健全化を
行うことを強く求める」附帯決議を行った。令和８年度予算は附帯
決議の趣旨をよく酌んでいただき一定の評価をしている。全庁一丸
で財政健全化に向けた努力を行ったことに感謝申し上げ、賛成する。

〈
賛
成
討
論
〉

立

 

民

扶助費の増加という構造的課題を抱えているが、行政基盤の強
化、子育て支援、都市基盤整備、教育環境の充実など、必要な施策
に対しては一定のバランスを持って配分されている。財政の硬直化
や教育分野への投資水準など、限られた財源の中で、福祉、教育、
将来投資のバランスをいかに確保していくかは今後の検討課題であ
るが、財政状況において妥当であると判断し、賛成する。

公

 

明

歳出では、物価高騰対策として市民１人当たり５千円の給付、こ
ども誰でも通園制度の実施、福田相模原線の整備、バス利用への無
料の高齢者パスの導入、大和市災害時受援計画の策定等を評価する。

今後も財政が厳しい中、財政健全化ビジョンに基づき、さらなる
事業の見直しを実施するとともに、限られた財源を効率的に配分
し、公正で適切な予算執行と行政運営をお願いし、賛成する。

大

和

ｉ

本予算案は、長く続いてきた財政の膨張に初めてブレーキをかけ
ようとした予算で完璧な予算ではないが、方向を変え始めた予算で
ある。義務的経費の構造にメスを入れること、インフラの先送りを
やめること、消防力を守ること、これらが１１月に策定予定の財政
健全化プラン、そして来年度以降の予算に具体的に反映されること
を強く望み、その条件の上で本予算に賛成する。

自

 

由

令和８年度当初予算案は財政健全化に向けた取組の第一歩として
編成作業が進められた。市民生活に大きな影響を与える抜本的な取
組まで踏み込まず予算編成できた反面で、事業の先送りや一時休止
などによる予算の減額などは根本的な解決にはなりえず、今後の財
政運営への不安が払拭されていない状況だが、財政健全化の取組は
令和８年度以降も継続して取り組んでいくことを期待し、賛成する。

〈
反
対
討
論
〉

共

 

産

事業費の見直し・精査により、持続可能な財政運営を強く意識し
た予算としている。こども誰でも通園制度では、保育園での安全確
保を求める。生活保護事業では、違憲判決を受け、速やかな追加支
給と権利回復が求められる。財政健全化により、中学校の少人数指
導等非常勤講師配置の予算が、昨年に続き削減された。基地問題は、
大和市平和都市宣言の立場での対応を求め、反対する。

ネ

ッ

ト

コミュニティセンター管理運営事業は、地域住民の声にもっと耳
を傾けた管理運営方法の検討をお願いする。こもりびと支援事業で
は、支援の拡大が行われていることは高く評価している。学力向上
対策推進事業の放課後寺子屋やまと、放課後子ども教室では、保護
者と現場で働いている方の声をしっかりと聞き取った上での事業の
見直しを要望する。市民とともにあるまちづくりを願い、賛成する。

虹

の

会

不透明な委託費が大半を占める物件費に多くの予算が投じられて
いる問題を再三、訴えてきた。今回、物件費を４．５９億円削減し
た努力は評価するが１２６億円に上る委託費はいまだ不透明なまま
だ。シリウス等の指定管理料が約３億円削減されたが、ではこれま
での費用は何だったのか。市民や議会がチェックできない委託費の
透明化などを強く訴え、令和８年度一般会計予算に反対する。

一般会計予算に対する各党・会派の討論（会派の正式名称は８面参照）　　

そ の 他 の 主 な 委 員 会 質 疑

総務常任委員会
寄附条例及び基金条例の一部改正
質疑　寄附者が選択した使い道を大き
く外れないように使っていくというこ
とだが、運用状況等を外部でチェック
する方法はあるのか。
答弁　現在も寄附条例に基づき、寄附
の受入れ状況や使い道を市のホームペ
ージ、広報やまとで公表しており、条
例が改正されても同様の対応になる。
今後、大和市応援基金で一括管理する
ことになるが、現在も新規施策推進基
金は、８つの使い道ごとに内訳を公表
しており、同じような形にしていく。
令和７年度一般会計補正予算（第１０号）
質疑　基幹システム運用管理事務につ
いて、８億９０００万円ほどだったも
のが、２億５０００万円ほど減額をし
て、６億４０００万円ということであ
る。説明には「地方公共団体情報シス
テム標準化の一部業務の延期に伴い、
減額する」とあるが、内容を教えてほ
しい。
答弁　地方公共団体情報システム標準
化は、全国一律に今年度中に標準化に
対応したシステムに移行することとす

こども教育常任委員会

令和７年度一般会計補正予算（第１０号）
質疑　保育所等給付費について、公定
価格の改定とのことで年度内で実施さ
れたのか。途中の改定であれば今回の
約６億４６００万円は、改定後の期間
分だけなのか教えてもらいたい。
答弁　公定価格は国の人事院勧告に伴
う国家公務員の給与改定に準じて改定
されるものである。このたび国により、

厚生常任委員会
国民健康保険税条例の一部改正
質疑　条例改正によってどの程度の負
担が増えてしまうのか、世帯ごとのモ
デルケースがあれば教えてほしい。
答弁　例えば、本市の国民健康保険加
入者の中でも多い世帯のモデルケース
として、６５歳以上の夫婦で年金収入
が世帯主が１６０万円、妻が８０万円
の場合、年間１２００円、月額では
１００円の増になる。これは７割の軽
減措置が適用された額である。４０歳
未満単身世帯で給与収入２００万円の
場合、端数処理なしになるが、年間
４４７４円、月額では３７３円の増と
なる。
介護保険条例の一部改正
質疑　非課税になる方にとっては負担
増になってしまうのではないかと思う
が、そのあたりの認識はどうか。
答弁　今回の条例改正は、令和６年度
と７年度の給与収入が同じであれば同
じ保険料段階になるようにしている。
そのため、負担が増えるという認識は
ない。
令和８年度国民健康保険事業特別会計
予算
質疑　収納率向上対策事業について、
令和6年度の収納率は９０. ０３２％
で、令和７年度の事務事業評価に「更
なる改善と取り組みが必要」、「システ
ムの改修など、作業効率を上げる検討
が必要」とあるが、どのような取組を
検討したのか教えてほしい。
答弁　収納率向上のため、保険税の滞
納者に対して納税相談の通知書を発送
し、納付の特例を行うことや、社会保
険等の重複加入を防ぐための調査を行

る法律に基づいて行うもの。しかしな
がら、昨今のシステムエンジニア不足
などにより、多くの自治体が年度内の
移行ができない状況になってきており、
本市も同様に令和７年度内の移行がで
きないため、減額補正をする。本市の
基幹システムのうち、福祉関係等の多
くの業務は令和８年度以降の対応にな
ることから、約２億５０００万円程度
減額した変更契約を締結したものであ
る。
火災予防条例の一部改正
質疑　感震ブレーカー普及の周知につ
いて伺う。
答弁　各イベントや市ホームページ、
また、住宅防火の普及啓発のためのチ
ラシ等で感震ブレーカーを広報してい
きたいと考えている。

令和７年度分として５．３％の公定価
格の改定が行われたことによって、４
月に遡って公定価格についての改定が
行われたもので令和７年度分である。
質疑　中学校大規模改修事業について、
どういった工事なのか具体的に説明い
ただきたい。
答弁　令和７年度の上和田中学校の空
調設備の設計業務において、２回の入
札を行ったが不調になったため、その
金額を補正するものである。

うもので、経費は呼出し状発送の郵便
料になる。社会保険の重複加入に重点
を置き実施している。
令和８年度介護保険事業特別会計予算
質疑　要介護認定事業について、件数
自体は増えている中で減額になってい
る理由を教えてほしい。
答弁　主な内訳は、会計年度任用職員
の調査員を昨年度の予算より１人少な
い見込みで積算している。それに伴い
職員手当も少なくなっていることが減
額の主な理由である。
令和８年度後期高齢者医療事業特別会
計予算
質疑　後期高齢者医療保険料還付金に
ついて、過誤納金を還付するというこ
とだが、理由を教えてほしい。
答弁　主に所得更正や、転出が考えら
れる。
令和８年度病院事業会計予算
質疑　資産購入事業において、購入予
定の人工関節手術支援ロボットについ
て教えてほしい。
答弁　主に股関節また膝関節の人工関
節置換術における軟部組織を保護する、
血管や腱の部分を自動で切らないよう
にするような機能がついている整形外
科領域で使用する医療器械である。
　まだ神奈川県に８台しか入っておら
ず、県央地区にはないということなの
で、入れさせていただくことにした。

（ 2 ） 令和 8年（2026 年）５月１日 第 333号や ま と 市 議 会 だ よ り



一　般　質　問 （3月 16日・17日・18日）

質問　大和市の不登校児童生徒数は、
平成３０年度が小学校で１２０人、中
学校で２３３人だったが、令和６年度
には小学校で２５３人、中学校で３７　
３人に増えている。不登校イコール不
健康という見方はよくないが、国は

「不登校は、運動不足や生活習慣の乱
れ等につながるおそれがある。また、
学齢期の健康診断は児童虐待の発見の
機会であることにも留意が必要であ
る」としている。学校健診は、校外で
受診する場合は小児医療費助成の対象
外であり、全て自費で何か所も病院や
歯科医院に行くことになる。そこで全
国では、校外で健診を受ける際に助成
金を受けられる仕組みをつくる自治体
が増えている。静岡県の藤枝市では、
校外で受けると１科３３００円のとこ
ろが、９月末までに在籍校の校医で受
診すれば全額、それ以外だと半額を減

質問　東日本大震災から１５年が経過
した。防災対策について市民が主体と
なる自助・共助と市などが取り組む公
助の連携・連動は不可欠である。　
　自助・共助への支援と公助の在り方
についてどのように考えるか。
答弁　市民一人一人が防災に対する意
識や知識を高め、災害に備えて主体的
に自助・共助の取組を進めることが重
要である。自ら守る自助、地域の方々
と助け合う共助、公的機関が取り組む
公助と互いに連携し補完し合うことで
今後も取組を継続、充実させる。
質問　災害時に利用可能となる民間施
設との連携、取組について伺う。
答弁　スポーツクラブは帰宅困難者等
の滞在施設、商業ビルは職員の執務場
所や災害復旧用資機材の一時保管場所、
ホテルは風水害における指定緊急避難
場所としており、今後も新たな民間施

質問　アメリカ、イスラエルによるイ
ランへの軍事攻撃で多くの命が失われ
ている。 日本は原油輸入の大部分を中
東に依存しており今後の外交姿勢次第
では日本への石油供給が左右される可
能性も指摘されている。そうなれば、
市民生活のあらゆる場面に深刻な影響
が及ぶ。 横須賀基地のイージス艦がア
ラビア海でトマホークを発射し作戦に
参加と報じられた。厚木基地は米海軍
航空部隊の拠点で本質的には軍事施設
だ。 有事の際には軍事作戦に使用され
る施設で本市も戦争に巻き込まれる現
実的なリスクとして考える必要がある。
市が子どもを前面に出し、米軍との交
流事業を広報することは米軍のイメー
ジ向上の広報に自治体が関与すること
になりかねない。市長の認識を問う。 
答弁　悲しい出来事が起きている今だ
からこそ、子どもたちが互いを理解し

免するという仕組みを昨年の７月から
始めた。本市でもこのような取組を参
考に、学校健診を受けられない子供が
校外で受診する際に公費助成を行うこ
とができないか。
答弁　各学校に確認したところ、様々
な手段により受診機会の確保に努めて
いるとのことであった。校外受診の助
成については、現在のところ実施する
予定はないが、協力いただく医療機関
等、関係機関との調整も踏まえ、先進
市の事例等を調査研究していく。

設との協定締結に努めていく。
質問　受援計画の策定状況を伺う。
答弁　内閣府の受援計画作成の手引き
や被災自治体の経験等を参考にしなが
ら、災害対策本部の中に新たに受援チ
ームを設け、受援に関わる総合調整や
応援要請等の役割を明記している。
質問　支援物資の受入れに伴う大和ス
ポーツセンターの活用について伺う。
答弁　災害協定を締結している物流事
業者からの助言等を踏まえ当該施設に
支援物資受入れの拠点としての機能を
集約し、そこから各避難所へ物資を輸
送する施設としての活用を考えている。
支援物資受入れの中心拠点として災害
時の実情に即した活用ができるように
物流事業者との連携を深める。
その他の主な質問項目
〇市長の考える大和とは
〇防犯対策について

合う場を大切にしていきたい。その思
いでこの事業を行っている。 
意見　イランでは小学校へのミサイル
攻撃で１７５名もの少女たちの命が奪
われるという痛ましい被害が生じてい 
る。その子たちの親御さんの前で、今
回の日米親睦事業を胸を張って語るこ
とができるのか改めて問いたい。国際
法違反の疑いが濃厚な先制攻撃を容認
するかのような姿勢は厳に慎むべきだ。
厚木基地や自衛隊が戦争に関与しない
よう国に働きかけることを求める。

一　般　質　問

質問　これまで、歳入拡大策として多
角的な政策を提言してきた。そこで、
全般的な企業誘致への取組状況を伺う。
答弁　企業誘致は重要施策の一つに位
置づけ、積極的な取組を進めている。
本市に興味を示していただけるところ
には、市長自ら訪問しＰＲをしている。

厳しい状況ではあるが、今後も市長自
らが動き、取組を進めたい。
質問　具体的な産業施策の検討状況と
して、企業活動振興条例の改正、不動
産情報を提供する事業について伺う。
答弁　民間事業者等と連携し、本市へ
の進出を希望する企業に対して用地情

報等を提供する仕組みの構築に向けて
現在準備を進めている。賃貸オフィス
ビル等入居奨励金における面積要件の
緩和など企業活動振興条例の改正と併
せて制度設計することで、企業側に対
してより大きなインセンティブを用意
することが可能であると考えている。
質問　都市型産業のテナントを誘致す
るためのオフィスビル建設を民間に働
きかける施策についてはどうか。
答弁　賃貸オフィスビル等入居奨励金
の要件等を見直し、さらに使いやすい
制度としていくことが、市内への都市

型産業の新規参入促進のためには、よ
り現実的で早期に対応できる策として
検討を進めている。
質問　企業誘致計画の取りまとめと組
織体制の設置について、検討する可能
性はあるのか。
答弁　企業誘致に活用できる土地を市
が保有していない中で、現時点では新
たに費用をかけての企業誘致計画の策
定や専門部署の設置までは予定してい
ないが、引き続き、まちづくり関係部
署などとも緊密な連携を図りながら、
企業誘致の取組を進めていく。

質問　シリウス内にある屋内こども広
場には、ゼロ歳から２歳までの子供の
ためのちびっこ広場と３歳から小学校
２年生までを対象としたげんきっこ広
場がある。令和８年４月からげんきっ
こ広場でゼロ歳から２歳までの小さい
子供も遊べるようになるが、不安を覚
えている方も少なくない。げんきっこ
広場とちびっこ広場の差別化をどのよ
うに考えているのか。また、不測の事
態が発生したときや、子供のみならず、
親同士のトラブルも起こり得ると思
う。安全管理の責任、そして所在をど
こに置く考えなのか。
答弁　げんきっこ広場については、本
年４月から異年齢の子供同士の交流機
会の拡大やゼロ歳から２歳の低年齢児
と満３歳以上の兄弟姉妹が一緒に利用
できるようにしてほしいとの要望に応
えるため、低年齢児が入場できるよう

対象年齢を変更する。一方、ちびっこ
広場については、これまでと同様、低
年齢児でも遊べる木製遊具等を配置
し、子供が保護者と触れ合い、見守ら
れながら安心して遊ぶことができる空
間を提供しており、利用者の希望に合
わせて施設を選択していただけるよう
な環境を整えているところである。
　げんきっこ広場は子供と保護者が一
緒に利用していただく施設であり、子
供の安全管理は保護者の責任で行って
いただくことを原則としている。
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一　般　質　問 （3月 16日・17日・18日）

質問　道路交通法改正に伴う市の取組
について、①大和警察署等との連携に
ついて、②市民への周知と啓発の具体
的な方法について、③自転車の歩道通
行について、④プロムナード東側の安
全対策として、自転車通行帯の設置の
検討について、また点字ブロックの移
設について、⑤市道の点検・補修につ
いて、また幅員のある歩道を自転車通
行可にする考えはあるか伺う。
答弁　大和警察署等と連携した啓発を
強化する。青切符制度については、ポ
スターやＳＮＳ等で、周知啓発に努め
ている。今回の改正により、自転車の
歩道通行や右側通行等の通行区分違反
も反則金の対象となることから、啓発
活動や注意喚起を大和警察署と連携を
図り、安全な歩行空間の推進に努める。
プロムナードの自転車通行帯設置は予
定していない。点字ブロックの移設に

質問　アメリカは、イランに公然と戦
争を仕掛けている。平和の回復のため
に大和市も日本政府に働きかけをする
必要があるのではないだろうか。それ
と同時に、平和の問題について再度真
剣に考えていく必要があると思う。若
い世代へ平和への思いを受け継ぐため
の取組を伺う。
答弁　平和をめぐる世界の情勢は日々
厳しさを増しているが、昭和６０年に
平和都市宣言を行い、この理念の下、
市民団体や公募市民及び市議会各会派
の選出議員で構成される大和市平和都
市推進事業実行委員会と共に様々な事
業を展開している。さらに、市内小中
学校に戦時体験の語り部を派遣する事
業や児童生徒を被爆地広島へ派遣する
ヒロシマ平和学習派遣事業等、子供た
ちを対象とした事業を実施するととも
に、秋に開催している市民向けの戦時

向け調整する。日常的な道路パトロー
ルにより安全な自転車通行空間の確保
に努めている。自転車と歩行者がお互
いに通行しやすい環境を実現させるた
め、警察等と連携していく。
質問　大和駅周辺の一方通行と自転車
の規制解除に関する考えは。
答弁　神奈川県警は一方通行規制から
自転車を原則除く方針を示した。令和
８年度から標識に除外の表記を追加す
る予定で、追加されるまでは規制は解
除されないと大和警察署に確認した。

体験講演会の中で、被爆地広島での体
験を児童生徒自らが発表する機会を設
けている。令和７年は、シリウスで開
催した被爆体験記朗読会において、子
供たちが自ら考え、平和への思いを聴
衆に直接伝える企画を実施した。今後
は、こうした若い世代に平和事業を担
ってもらう仕組みを構築したいと考え
ている。市は今後とも平和都市推進事
業実行委員会をはじめ、平和首長会議
等、様々な関係機関とも連携し、各種
平和事業を実施していく。

質問　本庁舎は１９７４年に建設され、
築５０年を超えている。２０１１年に
耐震補強によって倒壊のリスクは減ら
したが、耐震補強後の寿命が１５～２　
０年と言われる中、本格的な建て替え、
大規模なリノベーションの決断が迫ら
れている。全面建て替えの場合、基本

構想・計画で２～３年、基本設計・実
施設計で２～３年、建設工事・移転で
３～４年となり標準的なスケジュール
で約１０年が必要であり、財政が厳し
い中でも基本構想・計画は今すぐにで
も進めるべきと考える。本庁舎の土地
の公簿面積計は２万４７８．０６平米

で約６２００坪あり、近年の売却実績
の坪単価１００万で考えると約６２億
円の価値があると考えられる。この状
況から新庁舎の建設に当たっては、市
が保有するベテルギウスなどの土地を
活用し新庁舎を建設し、本庁舎の約２　
万平米の土地を民間へ一般競争入札で
売却することで新たに固定資産税など
の収入が入る。また、イベントが開催
されても本市にはホテルが少ないこと
から宿泊は近隣市に行ってしまうため、
ホテルを中央林間へ誘致し新庁舎につ
いては近隣の町田市を参考に地下１階、

地上１０階の大和市の新たな顔となる
ランドマークとして屋上庭園や最上階
での展望スペース、１階にコンビニや
レストランの誘致を考えてはどうか。
答弁　市庁舎の今後の在り方について
検討開始が必要な状況になっている。
財政状況を踏まえつつも、他施設との
複合化や市民の利便性確保、自然災害、
将来的に必要な機能やニーズの変化に
対応できるよう市民の皆様の意見を伺
い、具体化できるよう取り組む。
その他の主な質問項目
〇「のりあい」について

質問　街頭防犯カメラの質問は２度目
で、前回は私の地元の事件で警察が防
犯カメラの記録を確認する際に故障し
ていたため質問した。そして、今回市
内の公園で火遊び案件が発生したため、
警察が防犯カメラの記録を確認しよう
としたが故障していたという。市が平
成２１年より３７８か所に設置した街
頭防犯カメラの耐用年数は７年だが、
故障で警察の照会の役に立たないのは
困る。また、今議会の市長の施政方針
で防犯カメラの更新など管理手法を改
める旨の発言があった。そこで、防犯
カメラの稼働状況と故障時の対応、今
後の維持管理手法について伺う。
答弁　適正に維持管理するため毎年度
保守点検と修繕を実施し、現在約９５
％が正常に稼働している。だが、街頭
防犯カメラの多くは設置から相当な年
数が経過し、継続的な保守や修繕費用

質問　やまと芸術文化ホールの予約条
件が厳しく市民が利用をためらうとの
声が寄せられる。近隣市では、６か月
以前の予約取消しは全額還付のところ
もあるが本市では、同条件で還付率は
８０％、手数料２０％である。また予
約変更の扱いも厳しく、会場を予約し
別日で再度抽せん枠を申し込んだ場合、
変更扱いではなく一度キャンセルしな
ければならず、日程変更するたびキャ
ンセル料を払わなければならない現行
の規則は利用者の負担が大きいのでは
ないか。施行規則は具体的な方法論よ
りも、必要書類の提出や不足額の支払
いといった指定管理者目線での手続面
の規定が中心となっている。この規則
は約１０年改正されておらず、様々な
利用者の声が寄せられているはずであ
り、利用したいのに申請しづらいとい
う現実も浮かび上がってきている。施

増加が想定されるなど現在の維持管理
方法には課題があることから、新年度
には必要性の高い箇所を選定し、保守
と修繕を一体的に行う新たな維持管理
手法の導入を予定している。
意見　安心安全なまちづくり向上のた
めに適切な街頭防犯カメラの施策に努
めてもらいたい。
その他の主な質問項目
〇市有施設のトイレについて
〇加齢性難聴の方への補聴器購入の助
成について

設予約変更の課題と他市と比べて厳し
い還付規定について市の考えを伺う。
答弁　催物内容が同一なら１回に限り
無償で日程変更可能と手引きに明記し
ている。無制限に変更を認めると安易
な予約が増え、高稼働施設においてほ
かの利用者の予約機会を損なうおそれ
があることから、引き続き変更回数の
制限を設けていく必要があると考えて
いる。還付額は指定管理者の作業負担
等を考慮して設定しており、令和８年
度にインターネット予約を導入予定で、
システム稼働後に作業負担を検証し現
行の還付額が適正な水準か確認する。
要望　予約変更や還付ルール等の予約
制度全体を利用者目線で総合的に検討
・見直してもらいたい。抽せん申込み
後の再申込みに伴う実質的キャンセル
料の負担軽減策や規則改正（６か月前
など緩和条件の検討）を強く要望する。
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一　般　質　問 （3月 16日・17日・18日）

質問　市長を先頭とした財政健全化ビ
ジョンのタウンミーティングを報道し
た神奈川新聞の記事でシリウス、ポラ
リスの売却を心配された市民が多くお
られるのではと推察する。また、令和
８年度の予算案では一般会計から国民
健康保険事業特別会計への１億円の支

援金の縮減をはじめ、スズメバチの駆
除の廃止、自転車ヘルメット購入補助
の縮減など約４０の事業の廃止や経費
縮減がなされ、ごみ処理手数料の値上
げなどによる歳入増との合計１０億２　
１００万円の収支不足削減が提案され
ている。財政健全化プランでは市が推

進する事業と推進しない事業の見極め
に当たっては市民や市民団体、事業者
などの声を反映することや理解と納得
が求められると考える。地方自治体の
役割は、住民福祉の増進にあり、市民
の暮らしに寄り添った改革プランの作
成を求める。財政健全化をテーマとす
るタウンミーティングと、財政健全化
プランに関わる事業の見極めをどのよ
うに進めていくのか伺う。
答弁　タウンミーティングでは、活発
な意見交換が行われた。シリウスに関
しては、いずれも財政が厳しい状況で

あることを理解した上での意見だった
と受け止めている。事業の見極めにつ
いては、本市は経常的な歳出が歳入を
超えている状態となっていることから、
事業の廃止、縮小は避けることができ
ない状況である。総合計画に掲げたま
ちの姿の達成を主眼に、市の各部の職
員が自ら考え、残す事業を見極めてい
く現場重視の考えでいる。４月から、
タウンミーティングでいただいた意見
を参考に各部が取組を始め、１０月に
はパブリックコメントを実施し、広く
市民の皆様の意見を伺っていく。

質問　市内の公共施設におけるバリア
フリートイレの整備改善をどのように
行っているか。バリアフリートイレの
一覧をつくり、ホームページを含め情
報公開をしていく必要があると思うが
いかがか。
答弁　本市では、バリアフリー法や神
奈川県みんなのバリアフリー街づくり
条例に基づき、ユニバーサルデザイン
の視点を取り入れ公共施設のトイレの
整備を進めてきた。新たな公共施設の
建設時にはバリアフリートイレを設置
するとともに、既存施設のトイレ改修
時にも利用される方の視点に立った設
計に努めており、今後も継続していく。
　市内公共施設におけるバリアフリー
トイレの一覧については、障害者等の
外出時の利便性の向上を図るため、オ
ストメイトや車椅子対応など有用とな
る情報を整理し、取りまとめた一覧表

質問　今年の３月１０日より県央４市
で、消防通信指令事務の共同運用が一
部開始された。人口規模、財政規模か
ら、大和市がリーダーシップを発揮す
る局面である。しかし、実際において
主導権が他市に渡っているのではない
かとの声も聞かれる。市長の認識は。
答弁　県央４市の中で本市が中心的役
割を果たしながら、取り組んでいく。
質問　本市が中心的役割であるならば、
どの首長が発議したのか。広域化によ
りどのような課題を解決できるのか。
答弁　広域化は４市の首長で協議した
結果である。市の財政状況も踏まえる
と、広域化により国や県の財政支援制
度が活用できるなど課題解決の一つの
方策と捉えている。
意見　国や県の財政支援制度の中身
は、交付税措置や起債措置、上限付の
補助金が中心である。自由度の高い防

の作成やホームページへの公表を含め
た周知方法などについて検討してい
く。
要望　情報が共有されることで、市民
が出かける前の安心につながると考え
る。障害をお持ちの方の視点だけに限
らず、高齢者、子供、妊産婦、病気の
方、外国籍を持つ方など、様々な視点
に立った情報の提供がされるよう要望
する。また、明石市にはすべての人が
自分らしく生きられるインクルーシブ
なまちづくり条例があり先駆的な取組
をしている。今後、大和市でも福祉と
まちづくりを一体化させたインクルー
シブな視点を持ったまちづくりをして
いく必要があると考える。全ての人に
優しいインクルーシブなまちづくりが
できるよう期待する。
その他の主な質問項目
○街路樹と公園樹木について

衛補助金を活用している本市にとって、
十分なインセンティブとは言い難く、
市長の見通しは甘いのではないか。他
市の首長は、消防広域化のメリットを
明確に市民に提示している。広域化あ
りきで議論を進めるのではなく、自市
消防の消防力への影響等を十分に把握
した上で協議に臨まれたい。市民利益
を軸にした市長の判断を求める。
その他の主な質問項目
〇外国にルーツを持つ子どもたちへの
日本語支援について

質問　本市において現状、各家庭に負
担いただいている給食費だけでは食材
費を賄い切れず、国の物価高騰対応重
点支援地方創生臨時交付金を活用して
高騰分を補助しているが、それでも質
的、量的な面で子供たちが十分満足で
きる給食を提供できているのかと保護
者の方々からも不安の声が上がってい
る。そこで、新年度より始まる国によ
る学校給食の抜本的な負担軽減におけ
る給食費無償化実施について伺う。ま
た、中学校給食費を半額補助とした理
由について伺う。
答弁　小学校給食費について、令和８
年度から学校給食費の抜本的な負担軽
減により、月額５２００円を交付する
ことを決定したため、来年度の給食費
の保護者負担額は８８０円となり、こ
れまでの額から大幅に軽減される予定
である。中学校給食費については、現

在のところ、国が学校給食費の抜本的
な負担軽減の対象としていないことか
ら、何らかの軽減策を実施しない場合、
保護者負担額は小学校に比べて大幅に
増加することとなってしまう。そのた
め、市では小学校と中学校の保護者負
担の不均衡を解消し、かつ、保護者負
担額を減少させるため、国の物価高騰
対応重点支援地方創生臨時交付金を活
用し、給食費の半額に相当する３８２　
５円について市単独で補助を実施する
予定である。

質問　病院の手元の資金が令和４年度
の約２６億円から６年度は約２０億円
に減った。約束の６７００万円の経費
削減は達成したのか。
答弁　約６７００万円の削減を実現し
た。資金期末残高は８億４８００万円
を見込み、運転資金として必要な金額
は確保できていると認識している。
意見　積み上がった赤字は自助努力の
域を超え、令和７年度末に８．５億円
の現金があるといっても年間数億の支
払いがあり、最悪、来年度中に手元の
現金が底をつき、薬代や給料すら払え
なくなる資金ショートの可能性も想定
すべき。これからは、痛みを伴ってで
も組織を効率的に回す再構築の時代だ。
質問　神奈川人権センターへの研修参
加状況と支出額は。また、同センター
の構成団体に部落解放同盟等が含まれ
ているか、市として把握しているのか。　

答弁　令和５年度１３人、６年度１４
人が参加した。負担金は年額３５万円
で、部落解放同盟等の各種団体により
構成されていることは把握している。　
意見　自治労や日教組など、立憲民主
党の支持母体とされる公務員組織に対
し、購読料や負担金、研修費といった
名目で幾重にも税金を流し込み続けて
いるのは、公金を回し合う身内びいき
の私物化にほかならない。大和市から
真っ先に昭和から続く既得権益のしが
らみを断ち切るべきだと強く訴える。
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一　般　質　問 （3月 16日・17日・18日）

質問　大和市人財マネジメント方針が
掲げる理念「市民の福祉の増進」をい
かに現場職員の「具体的な行動」へと
変え、市民の幸福につなげていくのか
という視点から質問する。
　これからの市役所には、言われた仕
事をするだけでなく、市民のために何

ができるのかと自ら問い、行動する職
員が不可欠である。職員を専門集団と
してどのように育成していくのか、そ
の考えと戦略を市長に伺う。
答弁　専門性の取得に必要な知識やス
キルを身につけられる体系的な研修制
度の整備が必要。価値観に基づいた行

動を適切に評価する人事評価制度の実
施や、管理職職員のマネジメント能力
の向上、職員が最大限能力を発揮でき
る働きやすい職場環境の構築などの取
組を複合的に組み合わせていくことに
より、人材育成を推進していきたい。
質問　市民の切実な要望に対し「予算
がないからできない」と結論を急ぐの
ではなく、限られた財源の中で市民と
ともに最善策を模索する姿勢こそが市
民志向だと考える。市民と誠実に向き
合い、対話できる職員をどう育成して
いくのか、考えを伺う。

答弁　市民の声を最も身近に聞いてい
る現場職員のアイデアや意見を市政に
生かすボトムアップの行政経営を大和
市の風土として根づかせることで、職
員の主体性や意欲を引き出し、社会の
変化に柔軟に対応して、自ら考えて課
題解決に向けて行動できる職員を育成
していきたい。
要望　限られた財源をどう使えば最も
市民の生活を守り、幸せを向上できる
のかと、市民と同じ目線に立ち誠実な
対話と検証を重ねることこそ、市が目
指すべき真の市民志向の姿だと考える。

質問　ユニボイス導入により行政情報
の音声化は進んだ一方、視覚障害者に
とっては来庁時の移動や施設内で目的
の窓口を探すことが依然として大きな
課題である。そこで二次元コードを活
用し、最大１５メートル離れていても
斜めの角度や歩行中に読み取れる音声
誘導アプリ「ナビレンス」を市役所本
庁舎で実証的に導入することを提案す
る。先行自治体では具体的な音声誘導
の活用も進んでいるが市の考えを伺う。
答弁　市では現在、視覚障害者が来庁
された際に担当者が声かけや付添いを
行っている。ナビレンスは施設内の位
置や周囲の情報を音声で案内するもの
であり、視覚障害者や外国人支援につ
ながることから、他自治体等での活用
は承知している。一方で誤情報を与え
ないよう、二次元コードタグの設置場
所の検討や、コスト面の課題がある。

質問　市内飲食店は市民生活、地域コ
ミュニティー、そして地域経済を支え
る重要な存在であると考えるが、市と
して市内飲食店をどのような存在とし
て捉えているのか、市長の認識を伺う。
答弁　飲食店は、本市が第１０次大和
市総合計画で掲げる将来都市像で「み
んながつながる健幸都市やまと」の実
現を目指す中においても、市民の健康
を支え、まちににぎわいを生む、まさ
につながりを創出する生活インフラと
して重要な役割を担っていただけるも
のと考えている。また、今年度を始期
とする現行の大和市商業戦略計画にお
いても、飲食店は市内商業者の中核を
担う業種の一つとして市内の商業振興
を図る上で欠かせないものであり、市
が支援をさせていただくべき対象であ
ると認識している。
質問　市は飲食店に対してどのような

先行事例を参考に調査研究していく。
要望　コストや設置場所の課題に対し
ては、全館対応ではなく、主要窓口や
多目的トイレなどを知らせるシンプル
なタグ設置から始めるスモールスター
トが有効である。まず「そこに何があ
るか」を伝えることが、視覚障害者の
自立と安心感につながる。合理的配慮
が義務化された今、デジタル技術で寄
り添う姿勢を示すためにも、現庁舎の
一部フロアでナビレンスの実証実験を
速やかに実施することを強く要望する。

支援を行っているのか。
答弁　市内の商業振興を目的に、飲食
店を含む商店会を主な対象として、防
犯カメラなどの設備整備への支援、街
路灯の電気料補助、商店会等のイベン
ト開催費用への支援などを実施してい
る。さらに、大和市商業戦略計画に基
づく今年度からの新規施策として、支
援の対象をこれまでの商店会等ではな
く個店に設定し、新規出店や新メニュ
ーの開発などにかかる費用に対する助
成金等の交付事業を開始し、３者に対
し交付決定をした。市内飲食店に対し
ては、本市の将来都市像「みんながつ
ながる健幸都市やまと」の実現や、ま
ちの活性化に欠かせない重要な存在と
して、今後も引き続き可能な限りの支
援を行っていく。
その他の主な質問項目
〇農業教育について

質問　本市では、学校給食の質の向上
を目的に、４月からの給食費の値上げ
が示されており、保護者負担がどうな
るかと心配の声も聞かれていた。今回、
国の給食費無償化により小学校は月額
５２００円の補助を行うことから、保
護者負担は小学校で月額８８０円、国
の補助がない中学校において物価高騰
対応重点支援地方創生臨時交付金を活
用して半額の補助を行い、保護者負担
は月額３８２５円となる。
　一方で、アレルギーや不登校など
様々な事情により学校給食を食べるこ
とができない児童生徒もいる。給食費
軽減の恩恵を受けられない、こうした
非喫食者についても、公平性の観点か
ら何らかの配慮が必要と考えるが、教
育委員会の対応を伺う。
答弁　アレルギーや不登校等の理由に
より給食を食べることのできない非喫

食者が一定数存在することは承知して
いる。今後、国が非喫食者の取扱い等
に関する情報提供を行うとしているこ
とから、それらの情報や他自治体の動
向を参考にしながら、必要な支援を行
える事業設計について検討する。
要望　給食を利用できない子どもたち
が不利益を受けないよう、現金給付や
代替支援など、具体的な制度設計を早
急に検討し、実施してもらいたい。
その他の主な質問項目
○加齢性難聴者への支援について

質問　近年、地方公務員の男性育児休
業取得率が大きく伸びている。背景に
は、数値目標の設定や管理職の意識改
革など組織的な取組がある。福岡市で
は首長自らが「男性育休１００％」を
目標とし明確な方針を示したことで、
組織全体の意識改革につながり取得率
が飛躍的に向上した。中野区では、取
得できる制度がある段階から取得する
ことが当たり前という文化へと転換す
るため、トップが明確なメッセージを
打ち出している。男性育休の推進は人
材戦略であり、より一層男性が育児休
業を取得しやすい環境づくりに取り組
むことが必要と考える。本市において
も育休取得率１００％を目標に宣言を
行い、全庁的に取得を後押しすべきと
考えるが、市長の御所見を伺う。
答弁　本市では令和６年度に特定事業
主行動計画を策定し、令和１０年度ま

でに２週間以上の育休取得率８５％以
上を目標に男性職員の育休取得促進に
取り組んでいる。これまでの取組をさ
らに推進するとともに、本年度からは、
主体的に仕事と私生活を管理・充実さ
せるライフ・ワーク・マネジメントの
考え方を研修で周知していくなど、組
織風土の改革を進めている。今後、職
員の子育てを組織全体で応援するため
には、「育休１００％宣言」は必要と考
えており、先進自治体の取組等も参考
にし、実施に向け検討を進めていく。
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一　般　質　問 （3月 16日・17日・18日）

質問　厚木基地の住宅防音工事対象区
域、いわゆる第一種区域等の見直しに
ついて伺う。
答弁　平成３０年の空母艦載機部隊の
移駐完了等を経て騒音状況が大きく変
化しており、国は令和４年から６年に
かけての騒音度調査の結果を踏まえ、
現行区域を一旦解除した上で区域の再
指定を行う。対象から外れる場所もあ
る一方で、新たに区域に指定される場
所では、告示時点で所在する全ての住
宅が助成対象になることと併せ、長年
要望し続けてきた告示後住宅の対象拡
大の実現で新たに約２万世帯が助成を
受けられることになり、基地近傍で比
較的騒音の大きい地域で聞かれていた
不公平感の解消が期待される。今後も
県及び関係自治体と連携しながら国に
対し必要な働きかけを行うとともに、
騒音被害の軽減及び周辺対策の拡充等

にしっかり取り組んでいく。
質問　新たな補助、交付金はどうか。
答弁　国の制度や予算に関わることか
ら実現には時間を要するものと捉えて
いるが、引き続き国に対して粘り強く
働きかけを行っていく。
質問　日米交流事業について伺う。
答弁　子供たちから楽しかったとの声
が聞かれた。今後も厚木基地との文化、
スポーツ、安全安心に係る取組等を通
じた交流を促進し、将来的な施設の利
活用も見据え取り組んでいきたい。

質問　子どもたちの放課後の過ごし方
は一様ではなく、スポーツを楽しむ子
もいれば静かに過ごせる場所を必要と
する子もいるなど、個性や状況に応じ
た居場所が求められているのではない
か。放課後の過ごし方に様々な選択肢
があることは重要で居場所が確保され

ていることは大切ではないか。エンジ
ョイスポーツの取組自体を否定するも
のではないが、放課後寺子屋やまと、
放課後子ども教室（ひろば）の開催日
数が縮減される中でどのような配慮や
フォローを行っていくのか。
答弁　急激な社会環境の変化により、

子どもたちのニーズが変化、多様化し
ている。教育委員会と学校は公教育の
責任ある担い手として取り組んできた
が、従来の学校教育の領域で子どもた
ちのニーズを一手に担っていくことに
は限界が生じている。学校の当たり前
を見直し地域と共にある学校として、
これまで以上に一体となり進んでいく
必要があると考える。放課後も教育委
員会や学校の枠にとらわれず広く地域
の方々に積極的に参画いただき、地域
の特色や強み、専門性を生かしながら
活動できる環境を整えることで、子供

たちの多様な興味や関心、体験したい
ことに、より応えることができ、安心
の下、過ごすことができるのではない
か。子どもたちの成長を願うことは社
会全体の思いで、地域の方々と触れ合
い成長していくのは非常に意義あるす
ばらしいことだと信じてやまない。教
育委員会は、全ての子どもたちが学校
を含めた地域の一員として愛されなが
ら育つとともに、自分の学びや居場所
の中で心豊かに成長していけるよう、
学校をはじめ各関係機関と連携、協力
しながら取り組んでいく。

今臨時会には、２件の補正予算が提
出されました。そのうち補正予算（第
８号）については、衆議院解散に伴う
総選挙の執行に係る経費を追加するた
めのものであり、早急に補正する必要
から１月２０日付で専決処分され、討
論を経て、全員賛成で承認されました。　

また、補正予算（第９号）について
は、国の物価高騰対応重点支援地方創
生臨時交付金の活用等に係るものであ
り、所管の各常任委員長からの審査報
告後、討論を経て、全員賛成で原案の
とおり可決されました。

各委員会における主な質疑

質疑　市庁舎施設大規模改修事業につ
いて、どのような部分を蓄電池の劣化
と認識し、その時点で次の対応はどの
ようにしようと考えていたのか。
答弁　蓄電池の劣化のサインを把握す

質疑　生活保護費の追加給付につい
て、国の指針では、１件当たりの金額 質疑　物価高騰対策給付金給付事業に

ついて、市民１人当たり５０００円の
現金給付となったが、この決定をした
経緯を御説明願う。
答弁　昨年１２月に補正予算が成立し
た後、国から公金推奨事業メニューを
速やかに給付するよう要請があった。
いろいろな施策等が考えられるが、物
価高騰の影響を受ける市民の支援を迅
速に、かつ、広く行き渡るようにとい
う趣旨で検討した結果、現金給付、１
人当たり５０００円という判断に至っ
た。
質疑　給付には相当時間がかかるとい
うことか。
答弁　現時点でのスケジュールの見込
みだが、４月にプッシュ型と申請書方
式のいずれも書類の発送を進めたいと
考えており、プッシュ型は５月の振込
を予定している。申請書方式は、申請
書類が提出され次第、書類の審査をし
て、不備がないものから振り込んでい
く形を考えている。

るため、目視による外観の点検や数値
の点検を行っており、その中で劣化状
況を確認してきたところである。
質疑　蓄電池について、通常の配線か
ら非常用発電機に切り替えるためのス
イッチを動かす電源でもあるというこ
とだが、どのような仕組みか。
答弁　蓄電池の電源を基に非常用発電
機が発動していて、商用電源から非常
用発電機に切り替えるための電源が蓄
電池から供給されることになっている。
質疑　本庁舎の蓄電池はかなり劣化し
ているが、もし今の状況で災害が起き
た場合、対応や機能に問題はないのか。
答弁　現状、充電は商用電源で適正に
対応できている。緊急時の対応として
は、予備電源を確保するよう考えてい
る。

はどの程度になるのか。
答弁　世帯の状況によってまちまちだ
が、今時点で国から所要額の見込みと
して計算の基準が示されている中で試
算すると、本市の場合は１世帯当たり
７万６０００円となる。
質疑　対象者の中には高齢者、障害者、
施設に入っている方など、やり取りや、
コールセンターに直接問い合わせるこ
とが難しい方もいると思う。廃止世帯
は申請に基づいてしか権利回復ができ
ないが、そのような方たちのための電
話以外の窓口や、ケースワーカーによ
る直接支援は考えていないのか。
答弁　コールセンターには窓口も設置
して、電話以外のアクセスも可能な方
法を検討しているところである。あわ
せて、必要に応じてケースワーカーが
支援を行うことも考えている。

第 1 回 臨 時 会 の 概 要第 1 回 臨 時 会 の 概 要

総務常任委員会総務常任委員会

環境経済常任委員会環境経済常任委員会
厚生常任委員会厚生常任委員会

1月
１４日　議会改革実行委員会
１９日　議会運営委員会
２６日　議会運営委員会
　　　　第１回臨時会開会
　　　　本会議
　　　　環境経済常任委員会
　　　　厚生常任委員会
　　　　総務常任委員会
　　　　第１回臨時会閉会
２８日　県央八市議会議長連絡協議会　　
　　　　議員合同研修会が綾瀬市で開
　　　　催され、議長ほかが出席
2 月
　４日　議員研修会
　５日　議会改革実行委員会
　６日　全国高速自動車道市議会協議　
　　　　会定期総会が東京都で開催さ　
　　　　れ、議長が出席
　９日　全国市議会議長会基地協議会
　　　　正副会長・監事・相談役会が東
　　　　京都で開催され、議長が出席
１３日　広域大和斎場組合議会定例会
　　　　が本市で開催され、議長ほか
　　　　が出席

１８日　議会運営委員会
２５日　第１回定例会開会
　　　　本会議
２７日　環境経済常任委員会
３月
　２日　こども教育常任委員会
　３日　厚生常任委員会
　４日　総務常任委員会
　５日　基地政策特別委員会
　　　　議会改革実行委員会
１３日　議会運営委員会
１６日　一般質問
１７日　一般質問
１８日　一般質問
２３日　議会運営委員会
２４日　本会議　
　　　　第１回定例会閉会
２６日　県議長会監事会が藤沢市で開　
　　　　催され、議長が出席
　　　　令和８年神奈川県後期高齢者　　
　　　　医療広域連合議会第１回定例　
　　　　会が横浜市で開催され、議長　　
　　　　が出席
４月
　８日　広報委員会
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6 月 定 例 会 の 予 定
　日程は、都合により変更する
ことがあります。
　６月定例会で審議される請願・
陳情の受付は、５月２２日（金）
の１７時までとなります。

議案の審議結果 自民新（自民党・新政クラブ）、公明（公明党）、自由（自由クラブ）、共産（日本共産党）、
ネット（神奈川ネットワーク運動）、虹の会、立民（立憲民主党）、
大和 i（大和維新× i RAISE）

アイ    レ イ ズ

《１月臨時会で全員賛成で議決した議案等》

《３月定例会で全員賛成で議決した議案等》

【報　告】	
■第　１号　専決処分の承認について（令和７年度大和市一般会計補正　
　　　　　　予算（第８号））

【議　案】	
■第　１号　令和７年度大和市一般会計補正予算（第９号）

【議　案】
■第　２号　大和市寄附条例及び大和市基金条例の一部を改正する条
　　　　　　例について
■第　３号　大和市職員定数条例の一部を改正する条例について
■第　４号　大和市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正す　　　
　　　　　　る条例について

■第　５号　大和市市税条例の一部を改正する条例について
■第　６号　大和市コミュニティセンター設置条例及び大和市児童館条例の一部
　　　　　　を改正する条例について
■第　９号　大和市建築物における駐車施設の附置等に関する条例の一部を改正
　　　　　　する条例について
■第１０号　大和市火災予防条例の一部を改正する条例について
■第１１号　令和７年度大和市一般会計補正予算（第１０号）
■第１２号　令和７年度大和市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）
■第１３号　令和７年度大和市介護保険事業特別会計補正予算（第３号）
■第１４号　令和７年度大和市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第１号）
■第１５号　令和７年度大和市病院事業会計補正予算（第１号）
■第１６号　令和７年度大和市下水道事業会計補正予算（第２号）
■第２３号　公平委員会委員の選任について

○緊迫する中東情勢の外交交渉に　　
　よる平和的解決を求める意見書

（提出先　衆議院議長、参議院議 
  長、内閣総理大臣、外務大臣）
※詳細は、市議会ホームページを
　御覧ください。

 6月
　１日　本会議
　３日　環境経済常任委員会
　４日　こども教育常任委員会
　５日　厚生常任委員会
　８日　総務常任委員会
　９日　基地政策特別委員会
１８日　一般質問
１９日　一般質問
２２日　一般質問
２５日　本会議

可決された意見書

公平委員会委員の
　　　　　　選任に同意

可決された意見書
　市議会では、議会改革の一環とし
て検討を重ね、より見やすく、手
に取りやすい紙面を目指し、長ら
くタブロイド判であった市議会だ
よりを、 次号（令和８年８月１日号）
から、Ａ４判へリニューアルしま
す。ページ数は、現在と同じ８ペー
ジです。
　紙面サイズの変更に伴い、一般
質問の記事はこれまでの質問、答
弁等を掲載する内容から、ＱＲコー
ドにより一般質問の録画映像を御
案内する内容に変更となります。
　今後も議会活動を分かりやすく
お伝えできるよう、よりよい紙面
づくりに取り組んでまいります。

　公平委員会委員３名のうち、任
期が本年３月３１日で満了する久
保博道氏（福田）の後任として、
吉田麗子氏（東京都目黒区）を選
任したい旨の議案が提出され、議
会は全員賛成で同意しました。

《3月定例会で全員賛成ではなかった議案等》
◯：賛成　●：反対　退：退席

審議結果

各　議　員　の　賛　否 賛否数
自　民　新 公　明 自　由 共　産 ネット 虹の会 立　民 大和ｉ
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【議　案】
第　７号

大和市国民健康保険税条例の一
部を改正する条例について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※
議
長
は
表
決
に
加
わ
り
ま
せ
ん

○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 退 ○ 22 4

第　８号 大和市介護保険条例の一部を改
正する条例について 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ 退 ○ 22 4

第１７号 令和８年度大和市一般会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 23 4

第１８号 令和８年度大和市国民健康保険
事業特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 23 4

第１９号 令和８年度大和市介護保険事業
特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 23 4

第２０号 令和８年度大和市後期高齢者医
療事業特別会計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 23 4

第２１号 令和８年度大和市病院事業会計
予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ 26 1

第２２号 令和８年度大和市下水道事業会
計予算 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ 23 4

【議員提出議案】
 第　１号

緊迫する中東情勢の外交交渉に
よる平和的解決を求める意見書 原案可決 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● 25 2

Ａ４判へリニューアル

（ 8 ） 令和 8年（2026 年）５月１日 第 333号や ま と 市 議 会 だ よ り


